
 

 



平成２８年度戸籍係事務報告 
 

 戸籍・住民登録事務は、住民に関する記録を行う事務で、住民の身分関係を

公証する唯一の制度である。個々の利便を図ることは勿論、国、地方公共団体

等の行政施策上、地方自治の基礎をなすものとして、重要な役割を果たすもの

であり、それに基づき事務を遂行する一方、届出人に対する適切な指導と親切

丁寧な対応が大切であり、なおかつプライバシーの保護に十分留意しながら

日々研修を積みスムーズな戸籍・住民登録事務ができるように努めている。 

 また、平成２７年度から個人番号利用開始に伴うマイナンバーカードの交付

事務が加わり、特定個人情報の管理保護に留意しながら事務を行っている。 

なお、平成２８年度の概要は、次のとおりである。 

 

1.戸籍関係 

 本 籍 数 ２，３６８戸籍〔対前年度△ 21 件〕（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

本籍人口 ５，５８４人 〔対前年度△ 90 人〕（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

 

（1）戸籍届書取扱件数（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

出 生 ５０件 法第 77 条の 2 ２件 転 籍 ２１件 

国 籍 留 保 １件 親 権 ０件 戸 籍 訂 正 ６件 

認 知 ０件 死 亡 ８３件 追 完 ０件 

養 子 縁 組 ７件 復 氏 ０件 そ の 他 １件 

養 子 離 縁 ３件 姻族関係終了 ０件 不 受 理 申 出 ０件 

法第 73 条の 2 ０件 入 籍 １７件 計 ２７７件 

婚 姻 ６６件 分 籍 ０件 新 戸 籍 編 製 ３４件 

離 婚 １９件 氏 の 変 更 １件 戸 籍 消 除 ５５件 

※上記表中、新戸籍編成及び戸籍消除件数は合計に含まない。 

 

（2）戸籍、除籍、原戸籍謄本抄本交付件数 

種   別 有料件数 無料件数 金   額 

戸 籍 謄 抄 本 ７３３件 ２２４件 ３２９，８５０円 

除籍、原戸籍謄抄本 ７６０件 ４９１件 ５７０，０００円 

受理証明、その他 ７件 ０件 ２，４５０円 

合 計 １，５００件 ７１５件 ９０２，３００円 

 

 

 

 



２.住民基本台帳事務関係 

（1）住民登録届出件数 

転   入  ８２件 転   居 ３４件 

転   出 １１８件 世帯主変更 ５３件 

 

（2）住民票等抄本交付件数 

種   別 有料件数 無料件数 金   額 

住 民 票 謄 抄 本 １，４６５件 ２５６件 ４３９，５００円 

戸籍の附票謄抄本 ９７件 １５０件 ２９，１００円 

 

（3）「住民基本台帳の閲覧等の制限の申出者に対する支援措置」申出人数 

支援措置を行っている者 ３人      

併せて支援措置を行っている者 ２人 

 

３.人口動態関係事務 

（1）世帯数人口の異動状況 

種   別 世 帯 数 男 女 総 人 口 

平成 29 年 3 月末日 １，２１５戸 １，６７５人 １，８７８人 ３，５５３人 

平成 28 年 3 月末日 １，２２０戸 １，７０８人 １，９０３人 ３，６１１人 

 

（2）人口動態調査票作成件数 

出  生 ２９件 婚  姻 １４件 死  産 ０件 

死  亡 ４９件 離  婚 ６件  

 

４.印鑑登録事務関係 

 印鑑登録は、印影により個人を証明する制度であり、新規で印鑑登録を行う

場合、偽造被害を防ぐため大量生産されて同一の印影が多数存在されると思わ

れる物（三文判等）は登録できない旨を説明したうえで、十分に確認しながら

登録事務に努めた。 

 印鑑登録証明書の発行枚数は、平成２８年度８４４枚（うち公用無料１３枚）、

登録件数は１００件であった。印鑑登録人口は２，３７５人（うち外国人１人

含む）（平成２９年３月３１日現在）である。 

 

 

 



５.中長期在留者住居地届出事務関係 

 平成２４年７月９日の外国人登録制度の廃止及び住民基本台帳法の改正に

伴い、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票

が作成された。平成２８年度中の該当事務は１件であった。 

 

６.旅券事務関係 

 県から市町村への権限移譲により、旅券（パスポート）の申請と交付の窓口

が市町村役場窓口で実施できることとなった。本村では平成２２年６月１日よ

り旅券事務を開始しており、平成２９年３月３１日現在で総計２４１件（うち、

平成２８年度は２０件）の旅券の交付を行っている。 

 

７．社会保障・税番号関係 

 平成２８年１月１日から社会保障・税番号制度が施行されたことに伴い、個

人番号（マイナンバー）カードの交付事務を行っている。 

 平成２７年１１月下旬から個人番号通知カードが全住民に簡易書留で発送

されており、保管期限が過ぎたものや、あて所なしのものは市町村にて保管し、

随時引渡しを行っている。返戻件数は１４３件、未受領件数は１６件（平成２

９年３月３１現在）となっている。 

また、個人番号（マイナンバー）カードの交付については、申請件数４７２

件、交付枚数３４０枚（平成２９年３月３１日現在）となっている。個人番号

は特定個人情報となるため、本人確認等の一層の厳密な取扱いが必要である。 

 

８.その他 

人権擁護委員による人権相談を実施している。年４回特設人権相談所を開設

するほか、広報啓発等、人権思想の普及高揚を図った。なお、特設人権相談時

には、行政相談員との合同相談所を開設している。 

現在本村の法務大臣委託の人権擁護委員は下記の二人の方である。 

  中村 智代正氏 ６期目 

  犬童 美津子氏 １期目 

 開催年月日 開催場所 

１ 平成２８年 ６月  １日（水） 

山江村福祉保健センター 健康の駅 
２ 平成２８年 ９月 ９日（金） 

３ 平成２８年１２月 ５日（月） 

４ 平成２９年 ２月１０日（金） 

 



平成２８年度 福祉係事務報告 

現在、日本では急速な高齢化と同時に、少子化が進み、人口構造に大きな変化が起

きている。２０５０年には、高齢者１人をほぼ１人の現役世代が支える「肩車」型の

社会になることが見込まれている。また、家族のあり方も変容を遂げ、三世代同居の

減少と高齢独居世帯の増加により、核家族化や地域のつながりの希薄化が進み、子育

て環境にも変化を及ぼしている。 

 このような状況の中、国においては、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心と

いう現在の社会保障制度を見直し、「全世代対応型」の社会保障制度への改革が進め

られている。 

 このような改革の趣旨に鑑み、本村においても、住民が求めるニーズを的確に把握

し、社会の変化に対応した福祉サービスを提供する必要がある。 
 

１．民生委員・児童委員関係 

民生委員・児童委員は、それぞれの地域において高齢者の相談や見守り、児童虐待

の防止・早期発見のほか、在宅サービスの提供を社会福祉協議会等と連携を図りなが

らその解決に向けた取り組みの中心的な役割を果たしている。また、小学生との交流

事業を実施するなど、地域の身近な存在として民生委員・児童委員のＰＲ活動にも熱

心に取り組まれている。 

平成２８年１２月１日付けで民生委員・児童委員の一斉改選が行われ、厚生労働大

臣から委嘱された新しい民生委員・児童委員及び主任児童委員が決まった。２名増と

なり、現在、民生委員・児童委員１６名、主任児童委員２名の計１８名で山江村民生

委員・児童委員協議会を構成し、定例会や研修会等を通じて、情報の共有や知識の習

得を図っている。 

○民生委員・児童委員            任期（ H28.12.1～ H31.11.30） 

担当区 氏   名 就任年月日 満了年月日 

1 迫 田 洋 子 平成２２年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

2 平 山 篤 雄 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

3 谷 川 正一郎 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

4 山 口  實 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

5 中 村 征 生 平成１６年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

6 稲 留 和 子 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

7  川 和 子 平成２５年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

8 赤 坂 惠 子 平成２５年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

9 田 頭 伊津代 平成２２年１２月１日 平成３１年１１月３０日 



10 吉 村 哲 男 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

11 尾 方 洋 子 平成２５年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

12 平 山 春 香 平成２５年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

13 豊 永 久 満 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

14  屋 一 喜 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

15 谷 川 安 照 平成２５年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

16 平 川  惠 平成２８年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

主任児童委員 谷 川 睦 子 平成２２年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

主任児童委員 坂 田 妃 美 平成１９年１２月１日 平成３１年１１月３０日 

 

２．生活保護関係 

 生活に困窮する者に対して、他の法律や制度による支援が受けられない、または、

受けても生活が困窮する場合に、最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に

応じて必要な保護を行うとともに、福祉事務所並びに民生委員の協力を得ながら、そ

の自立の助長に努めた。また、生活困窮者自立支援法が平成２７年４月１日から施行

され、山江村社会福祉協議会に相談支援員を１名配置している。 

・生活保護世帯 １１世帯（住所地特例者除く）（H29.3.31 現在） 

 

３．援護関係 

戦後７０周年を迎え、村遺族会への支援及び遺族会事業（慰霊祭）の協力を行って

いる。 

◆慰霊祭及び遺族会総会：平成２８年４月１６日（土） 高寺院 

※熊本地震のため中止 

◆遺族会補助金：３６，０００円（H28 年度） 

また、平成２７年度から戦後７０周年にあたり、国として改めて弔慰の意を表する

ため、第１０回特別弔慰金の支給を行う。 

※特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第１

００号）に基づき支給されるもの。 

◆請求期間：平成２７年４月１日～平成３０年４月２日（３年間） 

◆第１０回特別弔慰金請求受付件数：５６件（H29.3.31 時点） 

 

４．ひとり親福祉関係 

ひとり親世帯は現在でも増加傾向にあるため、ひとり親家庭等の福祉を図ることを

目的に、児童扶養手当の手続きや医療費の助成を行った。平成２２年８月からは、手



当の受給資格が父子家庭まで拡充されている。 

○児童扶養手当  受給者数…５４名  

【手当額】※所得に応じて手当額は変動する。 

区分 全部支給 一部支給（所得制限による） 

対象児童１人のとき ４２，３３０円 ４２，３２０円～９，９８０円 

対象児童２人のとき（加算） １０，０００円 ９，９９０円～５，０００円 

対象児童３人以上のとき 

（３人目以降の加算） 
６，０００円 ５，９９０～３，０００円 

 

○ひとり親家庭等医療費助成事業（村補助率：自己負担額の２／３・県１／２） 

・受給資格者証交付者数…６０名 ・医療費助成総額…８５９，７００円 

 

５．老人福祉関係 

本格的な超高齢社会を迎え、高齢者世帯や独居世帯が増加している中、国・県はも

とより本村でも高齢者にとって安心して住みやすい地域環境を醸成するため各種事

業を展開した。 

特に、要介護状態にならないよう介護予防・生活支援事業を推進し、福祉・医療・

保健の連携を図りながらその対策に努めた。 

 

（１）老人福祉事業 

○老人クラブ連合会育成事業助成金（会員数４５９名） ４７８，６１６円 

○単位老人クラブ助成金（１４単位）         ５００，２００円 

○老人クラブ特別事業助成金              １０５，１８４円 

○シルバー人材センター助成金（会員数３５名）  １，５００，０００円 

○山江村鶴さん亀さん応援手当 基本額…５，０００円  

独居世帯…５，０００円加算、７０歳以上のみの世帯…世帯に２，０００円加算 

（対象：４月１日時点で７０歳以上で本村に引き続き１年以上居住している者） 

  支給件数：５７４件 

 

（２）在宅福祉事業 

○緊急通報装置貸与事業（対象：６５歳以上の独居者等） 

・緊急通報装置利用者数 ２２名 

（ＡＬＳＯＫ１１名、キューネット１１名  ）H29.3.31 現在  

・利用料総額 ９２２，０８１円 

○介護予防・生活支援事業 

山江村社会福祉協議会委託料総額    ８，２２１，８８１円 

・配食サービス事業（４０名）     ３，３５４回（利用延回数） 

     （週３回、１食２００円）単価６３０円 

・軽度生活援助サービス事業（２１名）   ８５３回（  〃  ） 

     （日常生活援助、週２回２１０円／h）単価２，１００円／h 



・外出支援サービス事業（４７名）   １，７６９回（  〃  ） 

         （タクシー、リフト付き専用車 月２０回 利用料の１割負担） 

・寝具洗濯・乾燥・消毒サービス事業（２６名） ６回（  〃  ） 

     （布団・寝具等の衛生管理） 

・生きがい対応型デイサービス事業（６４名） １，２２１人（利用延人数） 

     （週１回「ほたる」にて生きがい活動） 

1～5 区（水）6～12 区（木）13～16 区（火） 

○訪問理美容サービス事業 

・利用券交付者数  １６名 ・サービス利用料総額 ５５，０００円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

（３）施設福祉事業 

○養護老人ホーム 

・入所者数  聖心老人ホーム…３人、延寿荘…３人（平成 29 年 3月 31 日現在） 

・老人保護措置費総額  １１，８５６，４４５円 

・自己負担額       ２，５８３，３００円 

 

６．地域見守りネットワーク事業 

少子高齢化が急速に進展する中で、高齢者の孤独死や老老介護、悪徳商法被害等

様々な問題が増加している。 

本村においても高齢化率が約３２％となり、独居及び高齢者世帯は約４件に１件の

割合であることから、地域での見守り、声かけ等の対策が重要となっている。 

そのような現状を踏まえ、村内全地区で地域見守りネットワークが構築され、各地

区において活動を展開している。訪問体制や活動内容については各地区で工夫されて

おり、定例会、班体制での訪問、各地区寄合等を行い、地域高齢者の安否や日常生活

の確認等を実施している。 

今後も災害時支援や公的サービスへの結びつけなど、地域における見守り体制の醸

成を図りつつ、誰もが安心して暮らしていける地域づくりを目指し、活動を展開して

いく。 

【平成 29 年 3 月 31 日現在】 

・対象世帯：２０２世帯（２４１名） 

・見守り協力員：２２４名 

・お元気ボタン利用世帯：１６戸 

 

７．三障がい者福祉関係 

平成２５年４月１日に施行された障害者総合支援法では難病が障がいの定義に新

たに追加された。これらに基づき、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための福祉サービスを提供している。 

【手帳所持者数】 

○身体障害者手帳      ２１５人 



○療育手帳（知的障害者手帳） ４４人 

○精神障害者保健福祉手帳   ２５人 

【支援事業】                    

○山江村身体障がい者福祉連絡協議会助成事業    １３０，０００円 

（会員１２３名）  

○障がい者福祉年金支給事業（入院及び施設入所を除く障害手帳所持者） 

５，０００円×１７４名＝８７０，０００円 

○障がい福祉サービス給付事業（３８名）    

自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）   １１５，３７０，５２５円 

○障がい者医療費給付事業（療養介護：医療を必要とする障がい者） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）       ３５２，７５６円 

○重度心身障がい者医療費助成事業（身体 1.2 級、知的 A1.A2、精神 1級） 

  自己負担（入院外 1,020 円、入院 2,040 円）県 1/2  

８，８６３，５５５円 

○身体障がい者(児)補装具費給付事業（車椅子、補聴器、装具購入修理） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）        ３１５，４３７円 

○地域生活支援事業（紙おむつ、運尿袋、日中一時支援等） 

  自己負担原則１割（国 1/2・県 1/4）        ５０７，１５０円 

○自立支援医療（育成）給付事業（国 1/2・県 1/4）   １５１，０７６円 

  身体障がい児に対する生活能力を得るための治療に対する医療給付 

（１８歳未満） 

○自立支援医療（更生）給付事業            ８０８，６２４円 

    身体損傷による治療を治癒した身体障がい者に対し、日常生活を容易にする

ための医療給付・人工透析等（18 歳以上）  

自己負担原則 1割（透析：10,000 円、5,000 円） 

 

○山江村第２期障がい者計画策定業務委託 

委託業者 委託業務名 契約額 履行期間 

(株)ジャパン総研インター

ナショナル総合研究所 

山江村第２期障がい

者計画策定業務 
2,268,000 円 

H28.8.2 

～ 

H29. 3.31 

 

 

８．介護保険事業関係 

介護保険制度は、介護が必要となっても住み慣れた地域や住まいで自らサービスを

選択し、自らの能力を最大限発揮して、尊厳のある自立した生活を送りたいと思う高

齢者のニーズに応える制度として平成１２年度に施行された。 

また、要介護者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、平成２４年

５月から小規模多機能型居宅介護事業所（地域密着型サービス）の開設がされた。年々



利用者は増加傾向にあり、次期計画では施設の整備を検討する必要がある。 

（平成２９年３月末現在） 

（１）第１号被保険者               １，１７５人 

（２）要介護（要支援）認定者数（第１号被保険者）   １８２人 

               （第２号被保険者）     ３人 

（３）居宅介護（介護予防）サービス受給者数       ９５人 

（４）地域域密着型介護（介護予防）サービス受給者数   ２０人 

（５）施設介護サービス受給者数             ４０人 

   ・介護老人福祉施設                １７人 

   ・介護老人保健施設                １８人 

   ・介護療養型医療施設                ５人 

（６）第１号被保険者保険料基準額           ５，９００円 

（７）介護保険料収納額（現年＋過年）    ７１，５８１，６３０円 

（８）介護給付費（居宅、施設等）     ３６０，９７９，１７９円 

（９）介護認定状況（平成 29 年 3 月末現在） 

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計 

３ １３ ２３ ５１ ４０ ３５ ２０ １８５ 

 

（１０）平成２８年度介護保険料収納状況             （単位：円・％） 

調定額 収納額 不能欠損額 収入未済額 収納率 滞納件数 

現年度分 71,986,890 71,436,920 0 549,970 99.2 19 

特徴 66,182,210 66,182,210 0 0 100.0 0 

普徴 5,804,680 5,254,710 0 549,970 90.5 19 

滞納繰越分 1,174,648 144,710 0 1,029,938 12.3 15 

計 73,161,538 71,581,630 0 1,579,908 97.8  

（１１）．一般会計繰入金 

 ・介護給付費繰入金   ４９，４７１，２５０円（給付費の１２．５％） 

 ・事務費繰入金      ５，９９５，０００円 

 ・事業費繰入金（地域支援事業補助対象外分） 

              ３，３８８，０００円 

 ・介護予防事業繰入金     ４５６，０００円（事業費の１２．５％） 

 ・包括・任意事業繰入金  １，４２６，０００円（事業費の１９．７５％） 

 ・低所得者保険料軽減繰入金  ８７７，９２０円 

合計       ６１，６１４，１７０円 

 

９．家族介護者支援事業 

 在宅介護を推進するためには、要介護者に対する支援のみならず、併せて、介護者

に対する支援も必要である。そこで、介護に携わる家族介護者に対して、身体的・精

神的な負担の軽減を図るとともに、経済的な支援を実施した。 

○在宅介護手当（要介護３～５の高齢者を自宅にて月２０日以上介護している方）       



 

【平成２８年度実績】 

  平成２８年４月～平成２８年７月分  ２９人   １，０７０千円 

  平成２８年８月～平成２８年１１月分 ２８人     ８９０千円 

  平成２８年１２月～平成２９年３月分 ２８人     ９８０千円  

合計                   ２，９４０千円 

 

○在宅介護リフレッシュ事業    

 【平成２８年度実績】 

    第１回 リラクゼーション（マッサージ体験等）（参加人数１４人） 

    第２回 第１回お出かけ（参加人数１５人） 

    第３回 龍生園施設見学（参加人数２１人） 

    第４回 体操「足のラクラク体操」（参加人数１８人） 

    第５回 講話「腸内環境について」（参加人数１８人） 

    第６回 第２回お出かけ（参加人数１４人）   合計 ４５８，０７２円 

 

１０．児童福祉関係 

児童福祉では、児童手当の支給事務、要保護児童への対策、保育所入所事務等を行

っている。また、子どもの出産を奨励する目的として「赤ちゃん祝金」を支給してい

る。村内学童クラブについては、保護者の就労状況が多様化する中で、放課後や長期

休暇中における児童の安全確保の観点から、年々、需要が高まり利用者は増加傾向に

ある。 

今年度より子ども・子育て支援新制度が始まり、更なる子育て支援サービスの充実

に取り組む必要がある。昨年度策定した山江村子ども・子育て支援事業計画（５カ年

計画）に基づき、事業を行っていく。 

 

（１） 児童手当関係 

・３歳未満              １５，０００円 

・３歳以上小学生 （第１子・第２子） １０，０００円 

（第３子以降） １５，０００円 

・中学生               １０，０００円 

 

○費用負担 

被用者（社会保険被保険者）（児童手当：０歳～３歳未満のみ） 

・事業主 7/15、国 16/45、県 4/45、市町村 4/45 

・公務員 所属庁 10/10 

・上記以外 国 2/3、県 1/6、市町村 1/6 

 

 

 



 

 

 

区   分 
被用者 

（H29.2 月時点） 

非被用者 

（H29.2 時点） 

総支給額（円） 

受給者 ２１８ ５３ 

 

０～３歳未満 ５４ １８ 

３歳以上小学校修了前 ２８８ ７１ 

 第１子・第２子 ２１７ ４８ 

第３子以降 ７１ ２３ 

小学校修了後中学校修

了前 
８９ １７ 

合 計 ４３１ １０６ ７３，５７０，０００ 

 

（２）子ども・子育て支援新制度関係 

〇施設型給付費・委託費給付実績 

 ・負担率（国：１／２、県１／４） 

 ・補助率（県１／２） ※地方単独費用部分に対する補助 

 

【１号認定】 

施設区分 
利用施設数 

（箇所） 

利用者数 

（延べ人数：人） 
給付実績（円） 

幼保連携型認定

こども園 
２ ３６ ６，５９０，８１０ 

 

【２・３号認定】 

施設区分 
利用施設数 

（箇所） 

利用者数 

（延べ人数：人） 
給付実績（円） 

幼保連携型認定

こども園 
２ ３６ ３，９４８，４２０ 

幼稚園型認定こ

ども園 
０ ０ ０ 

保育所 １１ ２，２９４ ２２０，６１１，５２０ 

 
村内 ３ １，９９７ １９４，２２４，２００ 

広域 ８ ２９７ ２６，３８７，３２０ 

 



 

〇子ども・子育て支援事業 

 ・補助率（国：１／３、県１／３） 

事業名 運営 
実施 

個所数 
実績額（円） 備考 

利用者支援事

業 
直営 １ １，８４０，２２９ 

 

放課後児童健

全育成事業 
補助 ３ １０，４３８，０１６ 

章鹿倉学童クラブ 

山江保育園学童クラブ 

まえ学童クラブ 

乳児全戸訪問

事業 
直営 １ ６６，６３１ 

 

延長保育事業 補助 ３ ９３４，４００ 

章鹿倉保育園 

山江保育園 

万江保育園 

 

○山江村子ども・子育て会議 

 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第７７条第１項の規定に基づく会

議。平成２５年９月２０日に条例施行。前年度に引き続き、会議を開催した。 

 ・第１０回会議（平成２８年１０月２１日開催） 

 ・第１１回会議（平成２９年２月２７日開催） 

 

（３）病児・病後児保育事業（特別保育事業） 

 平成２６年度より人吉市との共同事業で、病児・病後児保育事業を開始した。 

（実施機関：増田クリニック） 

 補助申請は人吉市が行い、本村は人吉市へ負担金を納入する。 

平成２８年度利用実績：人吉市  延べ６２１名 

山江村  延べ２６名（実人数４名） 

 山江村負担額 ３２４，０００円 

【事業費】（人吉市・山江村）（補助率：県 2/3） 

 基本分 加算分 合計（千円） 

基準額 ２，４１７ ７，８５２ １０，２６９ 

・均等割 10％ 

・対象児童数割 10％（就学前、小学 1～3年生） 

・利用児童数割 80％ 

 

（４）障がい児保育事業 

 平成２５年度より保育に欠ける障がい児の受け入れを行う保育所に対し、補助金を

交付している。今年度は１保育所に補助を行った。 

 ○対象保育所 ひまわり保育園 

http://rq481.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


 ○対象児童数 １名 

 ○補助額   ８７６，０００円 

 

（５）赤ちゃん祝金 

  １人当たり５万円を支給  支給件数２１件  支給総額１，０５０，０００円 

  

１１．国民年金関係 

 国民年金制度は、昭和３４年に発足して以来、５０年余りの歳月を経た今日、山江

村の第１号被保険者は４５７人（平成２９年３月３１日現在）を有する制度に発展し、

村民の中に広く定着した。 

 昭和６１年４月１日新国民年金法の施行に伴い、基礎年金制度が導入され、全国民

が公平に費用を負担する仕組みとなった。国民年金保険料収納の問題は単に被保険者

自身の問題にとどまらず、広く公的年金制度全体の運営にかかわることから、国民年

金未加入者への加入促進、収納率の向上に努めている。 

 また、今までの年金制度は制度ごとに記録管理が行なわれていたため、年金加入者

の生涯の加入記録をまとめて把握することが困難な状況であった。 

このような問題を解決するため、平成８年４月からオンラインによる事務処理、ま

た平成９年１月には各制度共通の基礎年金番号が導入され、記録管理の一括化が図ら

れたことにより益々迅速で適切な行政サービスを行うことが可能になった。 

○国民年金状況報告 

本年度の年金納付率は５２．３％で昨年度と比較すると、１６．５％減少してい

る。依然として納付率は低く、原因として若者や生活困窮者の未納付や免除等制度

の認知不足が考えられる。  

今後も各種制度の周知及び手続の促進に努める必要がある。 

年度 被保険者数 未支給請求 年金免除 学生免除 

平成２７年度 ４９３件 ３０件 １６９件 ３４件 

平成２８年度 ４５７件 ３５件 ８４件 １０件 

増 減 △３６件 ＋５件 △８５件 △２４件 

 

１２．避難行動要支援者関係 

 平成２４年度に県の補助事業を活用し、災害時要援護者システムを導入した。山江

村社会福祉協議会が行う地域見守りネットワーク事業等の情報をもとに、避難行動要

支援者名簿及び個別計画を管理している。平成２７年５月より避難行動要支援者の登

録制度を導入し、同意をあらかじめ得ることにより、消防署や警察等関係機関へ要支

援者の情報を事前提供できる体制を整備した。 

 

【避難行動要支援者となる方】 

平成２９年３月末現在で、４２８名（うち、同意を得ている方３５名）。在宅にい

る方で次に該当する人。 



① ６５歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の者、寝たきりの高齢者、

認知症の高齢者 

② 介護保険認定者のうち、要介護度３以上の者 

③ 身体障がい者・児のうち、身体障害者手帳１級又は２級の者 

④ 知的障がい者・児のうち、療育手帳の障害程度がＡ判定の者 

⑤ 精神障がい者のうち、精神障害者保健福祉手帳１級の者 

⑥ 前各号に掲げる者のほか、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断又は

避難行動を自ら行うことが困難な者 

 

１３．男女共同参画関係 

 平成２３年４月１日から「山江村男女共同参画基本条例」を施行した。この条例に

基づき、村民一人ひとりがそれぞれの立場で、男女共同参画社会の構築に向けて、行

政、村民、事業所等が協働して総合的・計画的に推進している。 

 

１４．臨時福祉給付金関係 

 消費税増税に係わる経済的負担の軽減及びアベノミクスによる賃金引き上げの恩

恵が及びにくい低所得者並びに高齢者等への経済的支援として国が実施する。 

 村においては、対象者へ通知及び申請書様式を送付し、期間を定めたうえで受付か

ら支給をおこなった。 

 なお、平成２８年度に以下の３種類の給付金事業を実施している。 

 

（１）年金生活者等支援臨時福祉給付金（低所得の高齢者向け給付金） 

 ・対 象 者：平成２７年度臨時福祉給付金の支給対象者であり、平成２８年度中に 

６５歳以上となる者 

 ・金  額：３０，０００円／人 

 ・対象人数：５３０名（うち、支給人数：５１３名） 

 

（２）平成２８年度臨時福祉給付金 

 ・対 象 者：平成２８年度分村民税均等割が非課税の者 

       ※課税者の被扶養者及び生活保護受給者等を除く 

 ・金  額：３，０００円／人 

 ・対象人数：１，０４４名（うち、支給人数：８６３名） 

 

（３）年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け給付金） 

 ・対 象 者：平成２８年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害又は遺族基礎 

年金等を受給している者 

 ・金  額：３０，０００円／人 

 ・対象人数：３４名（うち、支給人数：２９名） 



  平成２８年度保健衛生係事務報告 

１．環境衛生 

（１）感染症等について 

本村では、感染症等の発生は無かったものの、夏場には食中毒注意報が発令され、

冬場にはノロウィルスに関して注意するよう呼びかけ、人吉保健所の指導と併せて

予防のため防災行政無線、広報などで啓発に努めた。 

また、村内小売店の食品衛生管理調査については、人吉保健所と合同で実施し、

食中毒発生の防止に努めた。 

 

（２）環境美化、ごみ対策について 

① 環境美化活動について 

環境美化月間は６月１日から３０日までの１ヶ月と定められている。熊本県では

第１日曜日に一斉行動を起こすこととなっているため、山江村でも平成２８年６月

５日（日）に美しい村づくりの一環として、道路・河川・堤防沿いなど身近な場所

の草刈り、空き缶等のゴミ拾いをお願いして、快適な地域環境保全の必要性を啓発

した。 

（道路・河川・堤防沿いの草刈作業に対して年間１区あたり燃料４０㍑の助成。） 

② 地球温暖化防止活動について 

地球温暖化防止活動の一環として、平成２４年７月１日から市内の１６店舗（イ

スミ 6 店、ゆめマート 2 店、コープ学校生協、ふじき本店、オカモト、Ａコープ 5

店、の計 16 店舗）がレジ袋有料化店舗としてスタートしたが、平成２８年度末では

１２店舗がレジ袋有料化を実施している。 

③ 家電リサイクル法に伴う不法投棄について 

平成１３年４月１日からの家電リサイクル法の施行に伴い、対象品目であるテレ

ビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫（冷凍庫を含む）の４品目がクリーンプラザへ持ち

込むことができなくなっていることから不法投棄が増加傾向にあるため、環境美化

監視員（区長代理兼務）と連携したパトロールの強化と併せて広報誌等での普及啓

発に努めた。 

○平成２８年度 リサイクル料金（特定家庭用機器）※国内大手製造業者 

・ エアコン      １，４０４円 

・ 冷蔵庫        １７０ℓ 以下３，６７２円、１７１ℓ 以上４，６４４円 

・ テレビ        １５型以下 １，８３６円、１６型以上 ２，９１６円 

・ 洗濯機        ２，４８４円 

○ リサイクル料金の他、収集運搬料金が加算される。 

○ 人吉・球磨地区家電リサイクルごみ取扱い指定業者 

 人吉市願成寺町１６５０番地 （株）高木栄商店のみ 

④ 一般廃棄物及び資源ごみ分別（リサイクル）収集について 

平成１４年１２月２日人吉球磨クリーンプラザの供用開始に伴い、資源ごみが 



１４品目と細分化されている。引き続きごみ出しルールを徹底するため、広報誌等

でごみの分別・資源ごみ・有害ごみの出し方の普及啓発に努めた。 

  また、収集業務においては可燃物を「クリーンサービス・ナカタケ」（代表者 中

竹幸利）、資源、不燃ごみは「山江村シルバー人材センター」（理事長 川村睦夫）

と平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの３年間の業務委託契約を行

い、平成２８年度山江村ごみ収集日程表により可燃・不燃・資源ごみ（１４品目）

の収集を実施した。 

種別 委託業者 委託料（月額） 

可燃ごみ クリーンサービス・ナカタケ 155,000 円 

資源ごみ・不燃ごみ 山江村シルバー人材センター 95,000 円 

・一般廃棄物処理業許可業者   ・不法投棄廃棄物運搬委託契約業者 

有限会社 エガワ解体      人吉衛生設備管理 有限会社 

有限会社 はと衛生社      株式会社 高木栄商店 

人吉衛生設備管理 有限会社   有限会社 はと衛生社 

株式会社 高木栄商店 

   肥後環境 株式会社 

   株式会社 サンキョー 

 

○可燃・不燃ごみの収集量 

 可燃ごみの収集量 （単位：ｔ） 

 

不燃ごみの収集量 （単位：ｔ） 

平成 27 年度 平成 28 年度 前年比 平成 27 年度 平成 28 年度 前年比 

616.60 628.29 101.90％ 42.03 39.83 94.77％ 

 

○資源ごみの収集量（委託収集＋直接搬入） 

ご み 収 集 量  （単位：ｔ） 

新聞紙 雑誌 ダンボール 布 アルミ缶 スチール缶 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 

29 26 18 17 7 7 7 6 4 3 2 1 

 

ご み 収 集 量  （単位：ｔ） 
合 計 

透明ビン 茶色ビン その他ビン ＰＥＴボトル 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ28 

5 5 8 8 1 1 6 7 87 81 

⑤  廃棄物の不法投棄防止について 

家庭や事業所等から発生した廃棄物及び家電リサイクル法の施行に伴う家電４

品目の不法投棄が増加したため、人吉・球磨管内において、人吉保健所・警察・

広域行政組合との合同パトロールによる啓発活動を実施するとともに、山江村美

しい村づくり条例に基づき環境美化監視員（区長代理兼務）、駐在所と連携した監

視を強化し、不法投棄防止に努めた。 



また、シルバー人材センターに月２回の不法投棄パトロール及び回収を業務委

託し、環境美化に努めた。委託料年額２５０，０００円 

  

○環境美化監視員（区長代理兼務）名簿 

氏  名 担当区 任 期 

勝山 厚子 1 Ｈ27.07.01～Ｈ29.03.31 

松本 章 2 〃 

山崎 健 3 〃 

藤本 勇夫 4 〃 

横田 浩二 5 〃 

岩崎 和夫 6 〃 

別府 教吉 7 〃 

山北 照雄 8 〃 

西 康一 9 〃 

久保山 初巳 10 〃 

山口 信一 11 〃 

蓑田 久人 12 〃 

松本 幸大 13 〃 

木口 恒夫 14 〃 

松本 義嗣 15 〃 

黒木不可止 16 〃 

 

２．狂犬病予防事業 

平成１３年１２月２０日から「熊本県動物管理条例」が改正され、「熊本県動物の愛護 

及び管理に関する条例」として公布された。 

全ての人が命ある動物を虐待することのないようにするとともに、人と動物の共生に配

慮しつつ、適正に取り扱うようにするという考え方が条例に盛り込まれているが、未だに

捨て犬、放し飼い、散歩による糞の不始末による住民からの苦情が後を絶たない。 

平成 28 年度登録数（Ｈ29.3.31 現在） 

前年度末 登録 転入 転出 死亡 台帳整理 登録総数 注射 注射率 

328 15 2 0 34 7 304 287 94.4％ 

 

３．健康増進事業 



村民の健康の保持を図るため、疾病の予防、がん検診等の保健事業を総合的に実施して

いる。平成２０年度から医療制度改革に伴い、特定健康診査・特定保健指導が医療保険者

に義務づけられた。 

 

（１）健康手帳の交付 

健康状況を自ら記入することや、保健サービスを利用した時の情報を蓄積し健康情報を

活用する。 

     ・ 実交付者数   １４９人 

 

（２）健康教育 

集団健康教育について、病態別（大腸・胃）、一般の健康教育を実施した。また熱中症予

防や運動についての健康づくり教室を実施した。 

・ 実施回数   ２７回      延べ参加人数   １３２人 

 

（３）健康相談 

住民健診後に、結果説明会での健康相談や月２回の総合健康相談を実施した。また高齢

者については毎月ほたる亭を会場に栄養士とともに血圧測定や健康相談・栄養講話などを

行っている。 

     ・ 実施回数 １０回      延べ参加人数    ６０人 

 

（４）訪問指導 

各検診要精密者及び要指導者を対象に、保健師や栄養士が家庭を訪問し、本人、家族に

対して訪問指導を実施している。 

・ 要指導者等（延）   ２６３人（４０歳～６５歳未満）  

※６５歳以上の高齢者の訪問については、地域包括支援センターと連携して行っている。 

 

（５）住民健康診査事業 

平成１７年度から集団健診では１日で健診が終わる複合健診を導入している。平成２０

年度より特定健康診査・特定保健指導が始まり、国保部門や後期高齢と協力して実施した。 

また平成２２年度より新たに「がんドック」を始めがん検診の受診率向上を図り、平成

２３年度からは脳血管疾患・生活習慣病の予防を図るため、「脳ドック」を開始している。

平成２４年度からは自分の歯を保有し、食べる楽しみを享受して豊かな人生を送っていた

だけるよう「歯周疾患検診」を開始した。 

子宮がん・乳がん・大腸がんについては、受診率向上を図るため、それぞれ一定年齢を

対象にしたがん検診推進事業（無料クーポン券事業）を行っている。 

 

 

 

健診種別 対象者 受診者数 

国保人間ドック ３０歳～６９歳（国保のみ） １９８名 



がんドック ４０歳～６９歳（国保以外） ６６名 

脳ドック ３０歳～６９歳 ５０名 

歯周疾患検診 30・40・50・60・70 歳 ４４名 

 

平成２８年度における各種健診（集団健診・国保人間ドック・がんドック）の受診者は

下記のとおりである。 

区分 対象者数 受診者数 受診率 

肺がん検診※１ １，１７２人 ６９８人 ５９．６％ 

胃がん検診※２ ９７４人 ３３４人     ３４．３％ 

大腸がん検診 １，２０４人 ６８４人 ５６．８％ 

子宮がん検診 ８９０人 ３９３人 ４４．２％ 

乳がん検診※３   ７４０人 ３５７人 ４８．２％ 

腹部超音波検診 ― ７６７人 ― 

骨粗しょう症検診 ― １８９人 ― 

リフレッシュ検診 ―  ５８人 ― 

前立腺がん検診 ― ２０９人 ― 

 ※１ 肺がん検診は、胸部エックス線検査を受けた数のみ計上している。 

※２ 胃がん検診は、胃透視検査及び胃内視鏡検査を受けた数を計上している。 

※３ 乳がん検診は、マンモグラフィ検査を受けた数のみを計上している。 

 

（６） 山江村健康推進員 

 平成２５年度より山江村健康推進員（区長代理兼務）を設置し、推進員自ら及び地域住 

民の健康管理を図るとともに、知識の向上のため、平成２８年度は会議及び研修会を２回 

実施した。 

実 施 内     容 

第１回 健康推進員の役割・医療費と特定健診の現状・生活習慣病予防について 

第２回 住民健診の現状・平成２９年度住民健診申込書について・健康講座 

＜地域健康講座＞ 

平成２８年度 ４区 

 

４．食生活改善及び食育事業 

 栄養・食生活の改善は生活習慣病の発生予防と重症化予防の徹底のほか、子どもや高齢

者の健康、社会環境の整備の促進のために、関係部局や関係機関との連携をとって、各事

業の中で実施している。また、食生活改善の啓発推進へむけて、食生活改善推進員の研修

を実施している。 



 

（１） 食生活改善推進員（会員数３４名）   村助成金 ２００，０００円 

研修会は１回実施している。食生活改善推進員の活動は幼児から高齢者まで、本

村の様々な事業（母子保健事業、健康増進事業、介護予防事業、福祉事業）への協

力や保育園、小、中学校、地域、団体からの協力依頼に応じ、食生活の改善、食育

事業を幅広く実施している。 

   ・研修会             １回       ２２人 

   ・平成２８年度食生活改善推進員地区組織活動実績 

 ＜方法別活動状況＞ 

推進員数 
集会 対話・訪問 総数 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 

３４人 ５５ ９３３ １１ ４０５ ６６ 1,338 

 ＜項目別活動状況＞ 

区分 
生活習慣病 

母子の健康 

貧血予防 

高齢者の健康・

食生活 
その他 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

回数 

人数 
９ ３５０ ６ ２５０ ４８ ５６８ ３ １７０ 

 

（２） 生活習慣病予防(減塩活動) 

生活習慣病の原因となる食生活での塩分について、関心と理解を求め、減塩のた

めの活動を実施している。 

・地区巡回健康説明      参加人数      ２２９人 

   ・３か月児健診時                  ２４人 

    

（３） 食育活動 

 広報掲載では旬の食材を使ったレシピを掲載し、乳幼児健診、子育てサロンにお

いておやつを通して成長期の食の重要性を周知、母子手帳交付時には妊婦の食につ

いて指導している。 

・広報誌掲載（旬のレシピ等）            １２回 

・乳幼児健診時おやつ      年１６回     １５４人 

・子育てサロン時        年 ３回      ３９組 

・母子手帳交付時妊婦                ２７人 

 

５． 予防接種事業 

予防接種法による定期予防接種を個別接種で実施した。平成２５年４月より子宮頸がん

予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、平成２６年１０月より水痘ワク

チン、平成２８年１０月より B 型肝炎ワクチンが定期予防接種となり、乳幼児期に受ける

予防接種が増加している。また、６５歳以上を対象とした成人用肺炎球菌ワクチンが平成

２６年１０月から定期予防接種となった。 



 

（１）定期接種 

日本脳炎に関しては平成１７年から積極的勧奨を控えていたが、新たなワクチンが開発

され、予防接種が再開されている。子宮頸がん予防ワクチンについて、ワクチンとの因果

関係を否定できない持続的な疼痛が接種後に見られたことから、平成２５年６月に積極的

な接種勧奨の一時差し止めが決定され、現在も積極的な接種勧奨の差し止めが継続してい

る。B 類疾病であるインフルエンザ予防接種について、６５歳以上の高齢者を対象に個人

負担金１，５００円、成人用肺炎球菌は個人負担２，７００円で実施している。 

Ａ類疾病 

三種混合（ＤＰＴ）       

二種混合

（ＤＴ） 

四種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ） 

第１期 第１期 

初回接種 
追加接種 

初回接種 
追加接種 

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 0 0 0 0 39 25 24 33 37 

 

Ａ類疾病 

不活化ポリオ（単抗原ＩＰＶ） 
日本脳炎 

第１期 

第２期 初回接種 
追加接種 

初回接種 
追加接種 

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 

接種者数 0 1 1 1 38 35 32 23 

 

Ａ類疾病 
ヒブワクチン 小児用肺炎球菌ワクチン 子宮頸がん予防ワクチン 

第１回 第２回 第３回 第４回 第１回 第２回 第３回 第４回 第１回 第２回 第３回 

接種者数 25 24 23 28 25 24 26 29 0 0 0 

 

Ａ類疾病 
麻しん・風しん（混合） 

ＢＣＧ 
水痘ワクチン 

第１期 第２期 第１回 第２回 

接種者数 37 38 28 35 24 

 

Ａ類疾病 
B 型肝炎ワクチン 

第１回 第２回 第３回 

接種者数 19 15 1 

 

Ｂ類疾病 
インフルエンザ 成人用肺炎球菌 

６５歳以上 65,70,75,80,85,90,95,100 歳 

接種者数 764 135 

 

（２）任意接種 

生後６か月から中学３年生までを対象に任意インフルエンザ予防接種費用の助成を実施

している。（個人負担金１，０００円）  

また風しんが全国的に流行したことをきっかけに、風しんから妊婦を守り、先天性風し

ん症候群の発生を防止することを目的に風しん予防接種に対し費用の全額を助成している。 



  接種者数 

インフルエンザ予防接種費助成（６か月～中学３年生） 138（延） 

風しん予防接種費助成 3    

６． 母子保健事業 

  ３か月児健診及び７か月児育児学級は山江村・相良村合同で実施し、1歳６か月児健診・

３歳児健診事業は山江村･錦町・相良村の保健師の相互派遣を行った。健診に伴う医療機関

の医師として乳児健診を人吉医療センター小児科に、１歳６か月児健診・３歳児健診の内

科を人吉市医師会所属の小児科医、歯科健診を熊埜御堂歯科医院、妊婦健診を熊本県医師

会所属の産婦人科医に依頼し実施している。乳児訪問について、保健師や子育て支援相談

員による全戸家庭訪問を実施した。 

平成２５年４月より子育て支援相談員（保育士）を配置し、妊娠期から子育て中の保護

者に対し、育児のさまざまな相談や支援を開始した。具体的には乳児家庭訪問や子育てサ

ロンの実施、保育園と連携して保育園等を訪問し困り感のある子どもへの支援を実施した。

子育てサロンは週１回実施し、季節に応じた活動やベビーマッサージ、絵本の読み聞かせ

などを実施した。 

 

（１）妊娠の届出（母子健康手帳交付数）   ２７人 

 

（２）母子健康診査 

 一 般 健 康 診 査 

実施数 

妊  婦 
乳  児   

（3 か月） 
幼  児 

受 診

実人員 

受 診

延人員 

対 象

人 員 

受 診

延人員 

１歳６か月児 

健康診査 

３歳児 

健康診査 
対 象

人 員 

受 診

実人員 

対 象

人 員 

受 診

実人員 

42 342 24 24 39 37 51 47 

 
(再掲) 

医療機関等へ

委託 
42 342       

 
（３）母子保健指導 

妊    婦 産    婦 乳    児 幼    児 
電話相談 

延 人 員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

27 27 24 24 50 50 154 159 29 

（４）母子訪問指導 

  妊  婦 産  婦 未 熟 児 
乳児(新生児・ 

未熟児を除く。) 
幼  児 そ の 他 

  実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

実施数 0 0 26 26 0 0 26 29 73 116 1 7 

（５）衛生教育 



  

母     子 
歯科 計 

思春期・未婚女性学級 育児学級 

回  数 1 12 8 21 

延人員 69 26 70 165 

（６）特定不妊治療費助成 

・助成件数 １件   助成額 ４５０，０００円 

 

（７）子育てサロン 

・実施回数  ３７回   参加者数  ２４２組の親子（延） 

 

７． 歯科保健業  

山江村の幼児はむし歯が多い現状であり、１歳６か月、２歳、３歳、５歳児歯科検診と

フッ化物塗布を行っている。また、むし歯予防対策の一環として、これまで保育園でのみ

実施していたフッ化物洗口を、平成２６年度より村内小中学校で開始した。（フッ化物洗口

を希望する幼児、児童生徒に対し実施。） 

（１） フッ化物塗布 

・実施回数 １６回    フッ化物塗布実施数 １５０名（延） 

 

（２） フッ化物洗口 

施設名 対象者数 備考 

章鹿倉保育園 29 年中、年長児 

山江保育園 22 年中、年長児 

山田小学校 219 1～6 年生 

万江小学校 40 1～6 年生 

山江中学校 117 1～3 年生 

 

８． すこやか子ども医療費助成事業 

平成２１年４月１日より子どもの疾病の早期発見を促進し、健康の保持及び子育て支援

を図るため「すこやか子ども医療費助成事業」を開始した。     

平成２３年度から対象者を満１５歳以後の最初の３月３１日までにある子ども（中学生

まで）に、平成２８年度からは対象者を満１８歳以後の最初の３月３１日までにある子ど

も（高校生まで）に対象年齢を引き上げた。 

 ※助成方法：現物給付：窓口支払いがない。 

償還払：窓口で立替後申請（加入保険に付加給付がある場合。） 

・対象者数（０歳～１８歳）  ６３７人（平成２９年３月末） 

・助成述べ件数        １０，８１４件 

・助成総額          ２０，３７５，５３９円 

 



〇平成２８年度すこやか子ども医療費助成状況〇 

 
現物給付 償還払 

対象者数（人） 助成額（円） 対象者数（人） 助成額（円） 

就学前 
３歳未満 2,286 3,839,080 601 1,517,739 

３歳以上 2,141 2,819,710 281 555,014 

小学生 3,102 5,721,170 571 1,891,573 

中学生 912 1,688,670 188 474,252 

高校生 639 1,359,980 93 508,351 

合 計 9,080 15,428,610 1,734 4,946,929 

※年齢は平成２８年４月１日時点 

※対象者数は延べ人数。 

 

９． 献血事業 

・献血者（年２回実施）（４月）４００ｍＬ ４３人（受付４５人） 

           （１１月）４００ｍＬ ３３人（受付３６人） 

※ 採血量実績３０，４００ｍＬ 

 ※（平成２７年度採血量実績３２，８００ｍＬ） 

※ 平成１９年度１１月より、４００ｍＬの採血のみ 

 ◎輸血者の輸血副作用の発生リスクを半減できるため、４００ｍＬの採血となった。 

 

１０． 合併処理浄化槽設置整備事業 

この事業は生活排水による公共水域の汚濁を防止する為、国・県それぞれ１／３の補助

を受け実施しているが、山江村においては農業集落排水計画区域外の設置希望者に対して

小型合併浄化槽補助金を交付している。 

○補助金額（村補助金） 

 ・５人槽補助金額 ５００千円 ・７人槽補助金額 ６００千円 

○５人槽、７人槽補助基本額 

 ・５人槽（補助基本額）３３２千円 

【（国 110 千円（1/3）・県 110 千円（1/3）】 

・７人槽（補助基本額）４１４千円 

【（国 138 千円（1/3）・県 138 千円（1/3）】 

○平成２８年度整備基数：実績なし 

 

○補助要綱（住居の種別）・・・専用住宅、倉庫、事務所など 

国庫補助金・・・制限無し  

県 補 助 金・・・専用住宅のみ  

村 補 助 金・・・制限無し 

○昭和５９年に設置した向鶴地区浄化槽施設が、老朽化により送風機・基盤等が故



障し、生活排水処理に支障をきたしていたので、送風機等の修繕を行うため補助金

を交付した。 

 対象世帯数： １０世帯 

 補助金額： ８４６，０００円 

 

１１． 集落水道整備事業 

（１）内畑水道施設が、老朽化により故障し、生活用水の確保に支障をきたしていたの

で、水道ポンプの修繕をおこなうため補助金を交付した。 

対象世帯数：５世帯 

補助金額：１９０，０００円 

  （２）平成１１年度に整備をした椎谷地区水道施設が、老朽化によりポンプが故障し、

生活用水の確保に支障をきたしていたので、水道ポンプの修繕を行うため補助金を

交付した。 

対象世帯数：４世帯 

補助金額：３３６，０００円 

 

１２． 鍼灸施療費支給事業 

鍼灸施療により住民の健康の保持を図るため、住民の申請により鍼灸施療券を発行し

た。村が指定する人吉球磨郡鍼灸師 １枚当たり５００円の補助 

   ・ 発行枚数１，５４８枚 ・ 支給総額２５２，５００円 

 

１３． 老人保健医療事業 

老人保健医療は、平成２０年４月より後期高齢者医療へ移行したため、平成２０年３月

診療分および月遅れ請求のあった医療費を支出している。 

なお、医療機関からの請求は平成２２年３月まであるため、平成２２年度で特別会計の

廃止を行い、平成２３年度より一般会計に計上されている。 

 

１４． 国民健康保険事業 

国民健康保険制度は、医療保険制度の中核である地域医療保険として国民皆保険を支え

る基盤的役割を担い、健康の保持・増進に大きな役割を果たしている。 

 近年は失業などの理由から国保加入者が多く見られるが、75 歳以上被保険者が後期高齢

者医療への加入となることから全体として国保被保険者数は減少傾向にある。 

○ 平成２９年３月末現在 国保世帯数 ５３０世帯 

             被保険者数 一般 ８６９人  

退職  ２１人  

計  ８９０人 



○ 異動届書件数（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

・取得件数         ・喪失件数 

転  入  ２３件     転  出  ２６件 

       社保離脱 １１０件     社保加入 １３７件 

       生保廃止   １件     生保開始   ２件 

       出  生   ３件     死  亡   ５件 

       後期離脱   ０件     後期加入  ２９件 

       そ の 他   ０件     そ の 他   ０件 

           計   １３７件       計    １９９件 

 

 （一般＋退職） 

年度 平均世帯数 平均被保険者数 一人当りの調定額 一人当りの医療費 

２８ ５４４世帯 ９２６人 １１９，３６３円   ４３６，１５４円 

※一人当りの調定額は、5．国民健康保険税【収納状況】の調定額の現年分合計を平均被保険者数で割ったもの 

※一人当りの医療費は、国保連統計資料より 

 

 

１．保険給付状況 

 （１）保険給付費 【一般＋退職】  

区 分 件 数 費用額（円） 保険者（村）負担額 

入 院 ２９６ １４７，７６６，９５０ １０６，１４３，８１５ 

 （再掲）食事療養費 ２９１ ９，４５５，０９０ ６，４１５，５００ 

入 院 外 ９，０６３ １５０，８６４，９６０ １０８，５８１，３８０ 

歯 科 １，５０６ ２１，３８５，１１０ １５，５０５，３９６ 

調 剤 ７，５３７ ８０，５０７，６２０ ５８，８１０，４８２ 

訪 問 看 護 ４５ ２，６３３，６３０ １，８４３，５４１ 

療 養 費 ３２５ ２，２０７，７８７ １，５３５，１５９ 

合 計 １８，７７２ ４０５，３６６，０５７ 

２９２，４１９，７７３ 

（一般 283,851,602） 

（退職 8,568,171） 

 （２）高額療養費【一般＋退職】 

       ６８３件・・・４９，０６０，５７８円 

 （３）任意給付状況 

       出産育児一時金   ５件  ２，１００，０００円 

         ※ 一件あたり ４２０，０００円 

       葬 祭 費     ５件    １５０，０００円 

         ※ 一件あたり  ３０，０００円 

 



２．保健事業 

 （１）特定健診受診率 行政区別 (※法定報告前) 

男 女 計 男 女 計 男 女 計

第1区 27 22 49 16 11 27 59.26% 50.00% 55.10%

第2区 30 31 61 26 23 49 86.67% 74.19% 80.33%

第3区 16 22 38 13 18 31 81.25% 81.82% 81.58%

第4区 27 25 52 15 16 31 55.56% 64.00% 59.62%

第5区 19 20 39 14 13 27 73.68% 65.00% 69.23%

第6区 20 23 43 15 15 30 75.00% 65.22% 69.77%

第7区 24 18 42 17 16 33 70.83% 88.89% 78.57%

第8区 23 26 49 17 18 35 73.91% 69.23% 71.43%

第9区 26 28 54 14 17 31 53.85% 60.71% 57.41%

第10区 19 21 40 13 15 28 68.42% 71.43% 70.00%

第11区 28 19 47 17 17 34 60.71% 89.47% 72.34%

第12区 11 7 18 8 4 12 72.73% 57.14% 66.67%

第13区 16 12 28 13 8 21 81.25% 66.67% 75.00%

第14区 25 22 47 18 16 34 72.00% 72.73% 72.34%

第15区 22 16 38 14 14 28 63.64% 87.50% 73.68%

第16区 6 6 12 3 4 7 50.00% 66.67% 58.33%

合計 339 318 657 233 225 458 68.73% 70.75% 69.71%

受診率受診者対象者
行政区

 

（２）特定保健指導 

   動機付け支援初回実施  ２４名 

   積極的支援初回実施    ２１名 

保健事業の一環として、年６回の医療費通知と年間分医療費の通知を実施した。 

 

３．国民健康保険運営協議会 

（会議開催状況） 

〇第１回 平成２８年５月２０日  

   ・運営状況について   ・国民健康保険税について 

 〇第２回 平成２８年１２月２１日 

   ・運営状況について   ・特定健診・特定保健指導について 

   ・運営責任等の都道府県移行について 

 



 〇第３回 平成２９年３月２２日 

   ・運営状況について   ・平成２９年度国民健康保険予算について 

   ・平成２９年度国民健康保険事業計画について 

   ・国民健康保険税について  ・都道府県移行について 

 

（運営協議会委員） 

職  名 氏   名 就任年月日 満了年月日 備  考 

会  長 日熊 正守 平成 28 年 3 月 22 日 平成 30 年 3 月 21 日 商工会会長 

会長代理 川内美智代 平成 28 年 3 月 22 日 平成 30 年 3 月 21 日 農業自営 

委  員 東 明美 平成 28 年 3 月 22 日 平成 30 年 3 月 21 日 農業自営 

委  員 蓑田 和広 平成 28 年 3 月 22 日 平成 30 年 3 月 21 日 JA 青壮年部 

委  員 岩﨑 英俊 平成 28 年 3 月 22 日 平成 30 年 3 月 21 日 球磨病院 

委  員 村田 圭介 平成 28 年 3 月 22 日 平成 30 年 3 月 21 日 調剤薬局 

 

４．一般会計繰入金 

 ・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 

１９，９０６，２００円（国：支援分の 1/2、県：軽減分の 3/4・支援分の 1/4） 

  

・保険基盤安定繰入金（保険者支援分）  １０，１３７，９３８円 

 ・出産育児一時金繰入金  １，１２０，０００円（４２万円／人×２／３） 

 ・財政安定化支援事業繰入金（高齢者の割合等による医療費増加分を補てん） 

                           ９，１６０，０３０円 

 ・事務費繰入金      ５８５，０００円 

 ・その他繰入金   ２０，０００，０００円 

  合 計      ６０，９０９，１６８円 

 

５．国民健康保険税【収納状況】※一般被保険者分 

区分 

 

調定額 

(円) 

収納額 

(円) 

不能欠損額 

(円) 

収入未済額 

(円) 

収納率 

(％) 

現年度分 

(内医療分) 

(内後期分） 

(内介護分) 

81,813,900 
(59,728,900) 

(13,517,700) 

(8,567,300) 

77,820,872 
(56,882,594) 

(12,887,063) 

(8,051,215) 

0 3,993,028 95.12 

過年度分 

(内医療分) 

(内後期分) 

(内介護分) 

28,716,643 
(20,543,750) 

(4,518,801) 

(3,654,092) 

3,809,832 
(2,721,062) 

(563,819)  

(524,951)  

3,276,438 21,630,373 13.27 

計 110,530,543 81,630,704 3,276,438 25,566,901 73.85 



１５． 後期高齢者医療事業 

 平成２０年４月より、７５歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が施行され

ている。運営は都道府県ごとに設置された広域連合が行い、市町村は窓口業務（申請受付

や保険証交付など）、保険料徴収を主な事務とする。 

後期高齢者医療制度における医療給付は、窓口での患者負担を除き、※公費（約５割）、

後期高齢者支援金（若年者の保険料約４割）、被保険者の保険料（約１割）によって広域連

合が行っている。 

※国：県：市町村＝４：１：１ 

  

○平成２８・２９年度の保険料率 

・均等割額 ４７，９００円 

・所得割額 （総所得金額－３３万円）×９．２６％ 

・保険料限度額 ５７万円 

公的年金等の収入のみで、年金額が１５３万円以下の場合は、所得割額はかからない。 

 

○一般会計繰入金 

  ・事務費繰入金   ８６，０００円 

  ・保健基盤安定繰入金（保険料軽減分・医療給付費の補てん） 

１５，７２２，７６９円（県３／４） 

     合計 １５，８０８，７６９円 

 

○被保険者数  ６３８人（平成２９年３月末現在） 

 

○後期高齢者医療保険料収納実績  １４，９７２，６００円（現年度＋過年度） 

 

区  分 件  数 費用額 

入院 775 件 359,082,450 円 

入院外 10,058 件 117,130,730 円 

歯科（入院・外来） 1,034 件 17,662,000 円 

調剤 8,723 件 126,104,470 円 

食事療養費（医科・歯科） 759 件 30,656,471 円 

訪問看護療養費 16 件 715,980 円 

療養費（柔道整復等） 461 件 3,563,787 円 

合  計 21,826 件 654,915,888 円 

 

 

 

 



平成２８年度後期高齢医療保険料収納状況             （単位：円・％） 

調定額 収納額 不能欠損額 収入未済額 収納率 滞納件数 

現年度分 15,011,300 14,972,600 0 0 99.7 0 

特徴 11,686,500 11,686,500 0 0 100 0 

普徴 3,324,800 3,286,100 0 38,700 98.8 3 

滞納繰越分 0 0 0 0 100 0 

 



 

平成２８年度地域包括支援センター事務報告 

 

地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域における高齢者の保健・福祉・

医療の向上、虐待防止、介護予防の総合的なケアマネジメントを担う中核機関として位置

付けられ、平成１８年４月に設置された。 

平成２８年度の人員配置は、管理栄養士１名、主任介護支援専門員１名、看護師１名、

認知症地域支援推進員 1名、事務１名。 

地域包括支援センターの業務は包括的支援事業と介護予防支援事業であるが、包括的支

援事業では ①介護予防ケアマネジメント業務 ②総合相談支援・権利擁護業務 ③包括

的・継続的ケアマネジメント支援業務を、介護予防支援事業では指定介護予防支援事業所

として、要支援者のケアマネジメントを実施している。 

 

１．包括的支援事業 

①包括的支援事業 

・介護予防ケアマネジメント業務 

介護保険計画におけるニーズ調査等により選定した対象者（主として要介護状態等とな

るおそれの高い状態にあると認められる６５ 歳以上の者）が、要介護状態になることを予

防するための事業で、二次予防事業対象者についての介護予防ケアプランを必要に応じて

作成し、援助を行う業務である。 

「元気が出る学校」はくまもと健康支援研究所に委託し、山江温泉ほたるにて 4か月の

期限を切って実施した。 

「元気が出る大学」は「元気が出る学校」卒業者の受け皿として健康の駅で実施した。 

「山江村自立支援通所型介護予防事業」は入浴の介助があれば介護保険を申請しなくて

も自立した生活が送れる二次予防事業対象者を対象に、黎明館、山江老人保健施設に委託

し実施した。（個人負担金８００円） 

 

事 業 名 参加実人数（人） 実施回数（回） 

元気が出る学校 ２１ ４４ 

元気が出る大学 １６ ４４ 

山江村自立支援通所型介護予防事業 １６ ３５４ 

  

②総合相談支援・権利擁護業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らしていけるように、高齢者の実態把

握や高齢者の様々な相談に応じている。 

平成２７年４月１日からは人吉球磨成年後見センターが設立された。 

（平成２８年度実績） 相談件数 ６１件 

 

 



 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

主治医やケアマネジャーなど多職種とのつながりや地域の関係機関と連携することによ

り、高齢者への一体的で継続できるような体制作りと後方支援を行った。 

具体的には、地域のケアマネジャーに対しての相談窓口となり助言を行ったり、医療機

関等との情報交換を行っている。 

 

２．指定介護予防事業 

介護保険における要支援の認定を受けた者に対して、主任介護支援専門員が予防給付ケ

アプランを作成した。   

平成２８年度実績：３２件 

３．その他 

①二次予防対象者事業 

 介護保険計画におけるニーズ調査や、関係機関からの情報収集により家庭訪問等を実施

し対象者を選定する。対象者が要介護状態になることを予防するため、その心身の状況に

応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率

的に実施されるよう必要な援助を行う事業である。 

 平成２８年度実績：３２件 

 

②介護予防に関する普及啓発を行う事業 

６５歳以上の高齢者を対象とした地域支援事業（介護予防事業）について、食を通じて

ひきこもりや活動の低下による介護状態の予防を目的とした「にこにこ食のつどい」や、

転倒骨折予防・運動機能低下の予防を目的とした「骨こつ健康クラブ」を実施した。 

認知症サポーター養成講座を小学生・中学生・一般住民を対象に実施した。 

また、出前福祉相談の実施、各公民館での介護予防拠点事業への支援をしている。その

他、高齢者を対象とした地区訪問や閉じこもり、認知症、うつ症状などの恐れのある特定

高齢者や虚弱高齢者を対象に、看護師などの訪問指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（予防事業） 

事 業 名 参加実人数（人） 実施回数（回） 

にこにこ食のつどい ２９ １８ 

おでかけにこにこ食のつどい ９ １ 

骨こつ健康クラブ １８ ４４ 

認知症サポーター養成講座 

小学生 ５６ ２ 

中学生 ３７ １ 

一般 ３３ １ 

出前福祉相談 

１２区 １５ １１ 

１３区 ７ １１ 

１４区 １３ １２ 

１５区 １３ ４ 

１６区 １０ １２ 

 


